
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
融点１５０～２５０℃、厚み３～５０μｍの共重合ポリエステルフィルムであって、フィ
ルムの融点＋３０℃の温度でフィルムを６０秒間熱処理した後の共重合ポリエステルの還
元粘度と熱処理前の共重合ポリエステルの還元粘度との差が０．０５デシリットル／ｇ以
下

【請求項２】

共重合ポリエステルフィルムを金属板の表面に積層した状態で、該フィルムの融点以
上の温度で熱処理を行うことを特徴とするラミネート金属板の製造法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 に関し、さらに詳しくは、耐衝撃性、耐加水
分解性及び耐熱分解性に優れた に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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の共重合ポリエステルフィルムが金属板の少なくとも片面にラミネートされてなること
を特徴とするラミネート金属板。

融点１５０～２５０℃、厚み３～５０μｍの共重合ポリエステルフィルムであって、フィ
ルムの融点＋３０℃の温度でフィルムを６０秒間熱処理した後の共重合ポリエステルの還
元粘度と熱処理前の共重合ポリエステルの還元粘度との差が０．０５デシリットル／ｇ以
下の

ラミネート金属板及びその製造法
ラミネート金属板及びその製造法



従来、金属缶は、その少なくとも内面に防食の目的で樹脂塗料が塗布されている。この塗
料は製缶後にスプレー塗装法等で一缶毎に塗装するために効率が悪く、また、塗料を高温
で焼き付けるために多大なエネルギーが必要であり、さらに、有機溶剤の飛散による環境
悪化の問題がある。
【０００３】
このため、近年、このような欠点を解消するため、缶を成形する前に金属板に予め塗料を
コーティングしておく技術（プレコート技術）やフィルムをラミネートしておく技術（プ
レラミネート技術）が開発されつつある。しかし、これらの技術においては、コートやラ
ミネートにより形成された有機樹脂層は、製缶工程において過酷な変形や熱履歴を受ける
ので製缶後に欠陥が生じやすく、十分な耐食性を発揮させることが困難である。
【０００４】
上記のプレラミネート技術に適用するフィルムとしては衛生性や保香性が優れていること
からポリエチレンテレフタレートを中心としたポリエステルフィルムが用いられている。
しかし、プレラミネートされたポリエステルフィルムが延伸配向されているとラミネート
金属板は製缶時の変形に追従できず、フィルムに亀裂が入って耐食性が悪化し、それと共
に缶の外観も悪いものとなる。
【０００５】
そこで、上記ポリエステルフィルムを金属板にラミネートした後、ラミネートフィルムの
融点以上に加熱してリメルトさせ、ついで急冷し、非晶質無配向にする方法（リメルト法
）が検討されている。この方法で製造したラミネート金属板を用いて製缶すると、ラミネ
ートフィルムが製缶時の変形に追従しやすいため、製缶後もフィルムに亀裂や剥離が起き
ず、良好な外親と耐食性が得られる。
【０００６】
しかし、リメルト法で製造した上記ラミネート金属板は製缶後の耐衝撃性が悪く、缶を落
下させるとフィルムに亀裂が入りやすく、耐食性を維持できない。そこで、耐衝撃性を向
上させるために、ポリエステルの還元粘度を上げる試みがなされているが、フィルムをリ
メルトする際、ポリエステルの還元粘度が大きく低下し、上記問題を解決するに至ってい
ない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来のポリエステルフィルム及びラミネート金属板の問題を解決し耐衝撃
性、耐加水分解性、耐熱分解性及び製缶加工性に優れた金属容器を製造することができる
ラミネート を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の は、融点１５０～２５０℃、厚み３
～５０μｍの共重合ポリエステルフィルムであって、フィルムの融点＋３０℃の温度でフ
ィルムを６０秒間熱処理した後の共重合ポリエステルの還元粘度と熱処理前の共重合ポリ
エステルの還元粘度との差が０．０５デシリットル／ｇ以下

ことを特徴とする。
【０００９】
上記の構成からなるラミネート金属板は

耐衝撃性、耐加水分解性及び
耐熱分解性に優れており、容器を製造するのに適している。
【００１０】
また、本発明のラミネート金属 の製造法は、

共重合ポリエステルフィルムを金属板
の表面に積層した状態で、該フィルムの融点以上の温度で熱処理を行うことを特徴とする
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金属板及びその製造法

ラミネート金属板

の共重合ポリエステルフィル
ムが金属板の少なくとも片面にラミネートされてなる

、耐衝撃性、耐加水分解性及び耐熱分解性に優れ
た共重合ポリエステルフィルムをラミネートしているので、

板 融点１５０～２５０℃、厚み３～５０μｍ
の共重合ポリエステルフィルムであって、フィルムの融点＋３０℃の温度でフィルムを６
０秒間熱処理した後の共重合ポリエステルの還元粘度と熱処理前の共重合ポリエステルの
還元粘度との差が０．０５デシリットル／ｇ以下の



。
【００１１】
上記の構成からなるラミネート金属板の製造法は耐衝撃性、耐加水分解性及び耐熱分解性
に優れ 容器を製造するのに適したラミネート金属板を得るのに適している。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１３】
本発明でいう共重合ポリエステルは、ジカルボン酸成分とジオール成分とからなる飽和ポ
リエステルであり、融点が１５０℃～２５０℃の範囲の共重合ポリエステルである。特に
エチレンテレフタレート単位にナフタレンジカルボン酸成分又はネオぺンチルグリコール
成分を共重合して得た共重合ポリエステルを特に好ましい例として挙げることができる。
【００１４】
上記ジカルボン酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸
、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、マレイン酸、ダイマー酸、インダンジ
カルボン酸、ジフェニルカルボン酸、スルホイソフタル酸金属塩等が挙げられる。
【００１５】
また、ジオ一ル成分としては、エチレングリコール、プロパンジオール、ブタンジオール
、ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール、シクロヘキサンジメ
タノール、ビスフェノールＡのエチレンオキサイド付加物、ビスフェノールＳのエチレン
オキサイド付加物、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等が挙げら
れる。
【００１６】
共重合成分の割合は、その種類にもよるが結果としてポリエステルの融点が１５０℃～２
５０℃、好ましくは２１０℃～２４０℃、更に好ましくは２１５℃～２３５℃の範囲にな
る割合である。ポリステルの融点が１５０℃未満では耐熱性が劣る。一方、ポリエステル
の融点が２５０℃を越えると、ポリエステルの結晶性が大きすぎて成形加工性が損なわれ
る。
【００１７】
本発明において用いる共重合ポリエステルは、その製造方法によって限定されることはな
い。例えば、エステル交換法や直接重合法で、溶融下に縮重合することにより得ることが
できる。
【００１８】
上記共重合ポリエステルの製造においては、必要に応じ添加剤、例えば白色顔料、滑剤、
ブロッキング防止剤、熱安定剤、酸化防止剤、帯電防止剤、耐光剤、耐衝撃性改良剤等の
公知の添加剤が配合されてもよい。
【００１９】
本発明 共重合ポリエステルフィルムは、融点が１５０℃～２５０℃、厚み
３～５０μｍであって、フィルムの融点＋３０℃の温度でフィルムを６０秒間熱処理した
後の共重合ポリエステルの還元粘度と熱処理前の共重合ポリエステルの還元粘度との差が
０．０５デシリットル／ｇ以下 フィルムである。
【００２０】
上記共重合ポリエステルフィルムは、公知の方法によりポリエステルを溶融、押し出し、
冷却して得ることができ、また、さらに１軸ないし２軸延伸して得ることができる。そし
て、フィルムの厚みは３～５０μｍ、好ましくは１０～２０μｍであるが、フィルムの厚
みが３μｍ未満であると、フィルムにピンホールができやすく耐食性に劣る。また、フィ
ルムの厚みが５０μｍを越えると成形加工性が損なわれやすい。
【００２１】
本発明 共重合ポリエステルフィルムは、還元粘度が好ましくは０．４～１
．０デシリットル／ｇ、より好ましくは０．５～０．８デシリットル／ｇの範囲である。

10

20

30

40

50

(3) JP 3831489 B2 2006.10.11

た

において用いる

の

において用いる



還元粘度が０．４デシリットル／ｇ未満であると、得られる共重合ポリエステルフィルム
を金属板にラミネートして得たラミネート金属板から製造した金属容器の耐衝撃性が不足
しやすくなる傾向がある。還元粘度が１．０デシリットル／ｇを越えると、共重合ポリエ
ステルの重合、フィルムの製膜、ラミネート金属板の製造等により多くのエネルギーが必
要になり、コストが高くなる傾向がある。
【００２２】
本発明において、フィルムの融点＋３０℃の熱処理は、該温度に設定した熱風オーブンに
該フィルムを入れて行う。ただし、フィルムを熱風オーブンに直接入れると飛んでしまっ
たり熱風オーブン中に粘着してしまうので、厚さ１００μｍのアルミ板にフィルムをラミ
ネートしてから熱処理を行う。熱処理後、１０％の塩酸にフィルムをラミネートしたアル
ミ板を入れ、アルミ部分のみを溶かして熱処理後のフィルムを取り出し、還元粘度を測定
する。
【００２３】
そして、熱処理前後における還元粘度の差が０．０５デシリットル／ｇを越える共重合ポ
リエステルフィルムをリメルト法により金属板にラミネートした場合は、得られたラミネ
ート金属板を成形した金属容器の耐衝撃性は十分でない。また、得られた金属容器を飲料
缶として用いた場合にはフレーバー性が悪くなる。
【００２４】
なお、リメルト法とは、共重合ポリエステルフィルムを金属板にラミネートし、融点以上
の温度に加熱したあと急冷する方法である。この時、得られたラミネートフィルムは実質
的に無配向非晶質の状態であるのが好ましい。実質的に無配向非晶質の状態にすることに
より、製缶工程でのラミネートフィルムの製缶追従性をよくすることができる。
【００２５】
共重合ポリエステルフィルムをラミネートする金属板の材料は特に限定されず、例えば鉄
、鋼、ブリキ、ティンフリースチール、黄銅、銅、アルミニウム、アルミニウム合金等が
挙げられる。
【００２６】
本発明に用いられる金属板は、表面処理が施されていてもよい。表面処理としては、電気
化学的処理、無機化学的処理、有機化学的処理等があり、例えばクロメート処理、リン酸
クロメート処理、ジンククロメート処理、アルマイト処理等が挙げられる。
【００２７】
また、本発明で用いる共重合ポリエステルフィルムにも接着性や濡れ性を向上させるため
に必要に応じてコロナ処理、コーティング処理、火炎処理等を施すことができる。
【００２８】
共重合ポリエステルフィルムを金属板に積層する方法としては、フィルムの軟化点以上に
暖められた金属板にフィルムを圧着する方法や予め金属板に接着剤を塗布して置き、その
上に圧着する方法等が挙げられる。
【００２９】
金属板に積層されたフィルムは、さらにこのフィルムを完全に溶融させて無配向にした後
、急冷固化することによって、非晶質無配向のラミネート層を得ると成形加工性が向上し
好ましい。積層したフィルムを完全に溶融するための加熱方法としては、熱風加熱、ロー
ル加熱、通電加熱、誘電加熱、高周波加熱等が挙げられる。例えば、熱風加熱の場合、通
常 フィルムの融点～融点＋４０℃の温度で１５～１２０秒間、好ましくは 融点＋５℃
～融点＋２０℃の温度で３０～６０秒間加熱することによりフィルムを完全に溶融するこ
とができる。
【００３０】
急冷固化する方法としては水中浸せき、冷風吹き付け等の方法が挙げられる。ここで、急
冷とは溶融フィルムが固化する際に結晶が生成するのを防止するのに十分な冷却速度を持
つ冷却操作であり、通常１０℃／秒以上、好ましくは５０℃／秒以上の速さで冷却するこ
とにより、目的を達成することができる。
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【００３１】
本発明のラミネート金属板は、絞り法により製造される浅絞り容器、絞り再絞リ法により
製造される深絞り容器、絞り引っ張り曲げ伸ばし法により製造される薄肉化絞り容器、絞
りしごき法（ＤＩ法）により製造される絞りしごき容器等に成形される。なお、このよう
な成形加工を行うに際しては、ラミネート金属板の温度はフィルムのガラス転移点付近で
行うのが好ましい。
【００３２】
【実施例】
以下、実施例にて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限
定されるものではない。
【００３３】
なお、本発明における特性の評価方法は以下の通りである。
【００３４】
（１）融点
理学電機社製外熱型示差走査型熱量計（ＤＳＣ）を用い、サンプル量１０ｍｇ、昇温速度
２０℃／分で測定した。ここで、検知された融解の吸熱ピーク温度を融点とした。
【００３５】
（２）熱処理前の還元粘度
フェノール／テトラクロロエタンの重量比６／４の混合溶媒を用い、ポリエステルを溶液

度０．４ｇ／デシリットルとなるように溶解させる。次いでウベローデ型粘度管を用い
て温度３０℃で測定した。
【００３６】
（３）熱処理後の還元粘度
▲１▼（熱処理）厚み１００μｍ、幅２Ｏｃｍのリン酸クロメート処理されたアルミニウ
ム板の片面に、共重合ポリエステルフィルムをロールラミネーターで融着させた。ここで
、アルミニウム板は室温で供給し、ゴムロール温度は１８０～２５０℃、通過速度は２５
～１００ｃｍ／分、ゲージ圧カは６ｋｇ／ｃｍ 2とした。
【００３７】
次いで、共重合ポリエステルフィルムを融着させたアルミニウム板を、熱風オーブン中で
該フィルムの融点＋３０℃の温度で６０秒間加熱し、フィルムを完全に溶融させた。これ
をオーブンより取り出し、５秒以内に５℃の冷風を吹き付け急冷固化した。この熱処理後
のラミネート金属板を１０％塩酸中に浸し、アルミニウム板のみを溶解し、熱処理後のフ
ィルムを得た。
【００３８】
▲２▼このフィルムについて上記（２）の方法で還元粘度を測定した。
【００３９】
（４）製缶直後の缶のＥＲＶ値
製造した金属容器に３５０ｃｃの１重量％食塩水を満たし、エナメルレーターでＥＲＶ（
エナメルレイティング値）を測定した。電圧は直流６ボルト、缶底外側に金属露出部を作
りそこを陽極に接続し、通電時間３０秒で、３０秒後の電流値を測定した。ＥＲＶ値測定
において、電流が多く流れるほど絶縁体であるフィルムに欠陥が存在し、金属が露出して
いるため腐食が起こりやすく、製缶直後のＥＲＶ値は１０ｍＡ以下が望ましい。
【００４０】
（５）落下衝撃後の缶のＥＲＶ値
製造した金属容器を、焼き付け処理条件に対応する２００℃、１５分間熱処理を行った後
、製造した金属容器に水３５０ｃｃを満たし、缶底を下向きにして１ｍの高さより落下さ
せた後、水を除去して（３）と同様に食塩水を満たしてＥＲＶを測定した。落下衝撃後の
ＥＲＶ値は２０ｍＡ以下が望ましい。
【００４１】
（実施例１～３、比較例１～３）
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Ａ．共重合ポリエステルの調整
（ａ）イソフタル酸３０モル％共重合ポリエチレンテレフタレート、（ｂ）ナフタレンジ
カルボン酸１０モル％共重合ポリエチレンテレフタレート、（ｃ）ネオペンチルグリコー
ル３０モル共重合ポリエチレンテレフタレート、および（ｄ）シクロヘキサンジメタノー
ル３０モル共重合ポリエチレンテレフタレートのチップを直重法によって得た。
【００４２】
各共重合ポリエステルの還元粘度は、それぞれ（ａ）０．６８デシリットル／ｇ、（ｂ）
０．６３デシリットル／ｇ、（ｃ）０．６７デシリットル／ｇ、（ｄ）０．６７デシリッ
トル／ｇであった。すべてのポリエステルには適度の滑り性を確保するため、平均粒径１
．８μｍのシリカゲル微粉末をフィルム中に０．０６重量％含有するように添加し分散さ
せた。
【００４３】
Ｂ．２軸延伸フィルムの製造
上記Ａ項で得られた共重合ポリエステル（（ａ）～（ｄ））のチップと還元粘度０．６５
デシリットル／ｇのポリエチレンテレフタレートのチップとを、組成が表１、２のように
なるように配合して、真空乾燥し水分率０．０１重量％以下にした後、Ｔダイより押出し
機で２７０℃で溶融押出しして、３０℃の冷却ロールに引き取り、未延伸シートを得た。
直ちに、ロール式延伸機で縦方向に９０～１００℃で３．５倍延伸し、更にテンター式延
伸機で横方向に９０～１００℃で４倍延伸した後、１０％緩和させつつ融点より１５～３
０℃低い温度で熱固定し、厚さ１５μｍの延伸フィルムを得た。
【００４４】
Ｃ．ＤＩ缶の製造
厚み３００μｍ、幅２０ｃｍのリン酸クロメート処理されたアルミニウム板の両面に、上
記Ｂ項で得られた２軸延伸フィルムをロールラミネーターで融着させた。ここで、アルミ
ニウム板は室温で供給し、ゴムロール温度は１８０～２５０℃、通過速度は２５～１００
ｃｍ／分、ゲージ圧カは６ｋｇ／ｃｍ 2とした。
【００４５】
次いで、２軸延伸フィルムを融着させたアルミニウム板を、熱風オーブン中で該フィルム
の融点＋３０℃の温度で６０秒間加熱し、フィルムを完全に溶融させた。これをオーブン
より取り出し、５秒以内に５℃の冷風を吹き付け急冷固化した。
【００４６】
得られたラミネート金属板を直径１５０ｍｍの円に切り出し、絞りしごき加工して、直径
６６ｍｍ、高さ１２５ｍｍ、壁面の厚み０．１２ｍｍのＤＩ缶を製造した。
【００４７】
ラミネート金属板に積層された共重合ポリエステルフィルムの特性とこれを用いたＤＩ缶
の特性を表１、２に示した。
【００４８】
表１に示した通り、実施例１～３のフィルムは熱処理前後で還元粘度の差が０．０５以下
である。その結果として、このフィルムを用いて製造したＤＩ缶は落下衝撃を加えてもフ
ィルムに欠陥や亀裂ができにくく、ＥＲＶ値も低かった。
【００４９】
一方、表２に示した比較例１～３のフィルムは熱処理後に還元粘度の低下が大きく、これ
らのフィルムを用いて製造したＤＩ缶は落下衝撃を加えるとフィルムに欠陥や亀裂ができ
やすく、ＥＲＶ値も高かった。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
【表２】
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【００５２】
【発明の効果】

のラミネート金属板は、ラミネート、熱処理の工程後でも
適度な還元粘度を維持しているため製缶加工性に優れ、かつ、製缶された金属容器

は耐衝撃性、耐食性に優れており、特に、焼き付け塗装やレトルト処理等の熱処理による
脆化が起こりにくく、ラミネートフィルムの亀裂等の発生が抑制でき

る。
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